
屋外広告物の基準

（法第８条第２項第５号イ 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項） 

江の島特別景観形成地区の屋外広告物の基準は、それぞれの街区毎の基準として次のとおり

定めます。 

 
①屋外広告物の景観形成方針 

西町地区・東町地区・山地区 

○江の島の歴史的景観と調和したまち並みにふさわしいものとする。 

○下地の素材は原則として木質系のものとする。 

○広告物に表記する書体は、毛筆書体、明朝体その他これらに類するものとする。 

臨港地区 

○周囲のまち並みと調和したものとする。 

②屋外広告物の景観形成基準 
 対象：屋上広告塔、屋上広告板、壁面利用広告物、壁面突出広告物、独立広告塔 

     独立広告板 

西町地区・東町地区・山地区 

江の島の歴史的景観と調和したまち並みにふさわしい看板とする。 

○形状：正方形又は長方形とする。 

○材料が紙質系、布質系、木質系、石質系、金属系の場合 

地色：素材色又は淡色とする。 

図色（文字等）：文字を記載する面積の過半を金、銀又は最高彩度色の１／３以下

とする。 

照明：淡色とする。 

   ネオンサイン、動光看板、フラッシュライト等瞬間的に強い光を発するもの

の禁止 

○材料がその他の場合 

地色：淡色とする。 

図色（文字等）：文字を記載する面積の過半を金、銀又は最高彩度色の１／３以下

とする。 

照明：淡色とする。 

   ネオンサイン、動光看板、フラッシュライト等瞬間的に強い光を発するもの

の禁止 

臨港地区 

周囲のまち並みと調和した看板とする 

地色：最高彩度色の１／３以下とする 

照明：淡色とする。 

       ネオンサイン、動光看板、フラッシュライト等瞬間的に強い光を発するもの

の禁止 

 

地 域 名 自 然 環 境 地 域  

夜間景観形成基準 

基  準 照明環境形成基準 
自然景観保全区域  歴史的景観保全区域 

にぎわい景観

創出区域 

目  標 

●安全を保つために必要な明るさを確保しつつ

も、良好な自然環境や田園環境、生態系を保

全する照明環境の形成を図る。 

●星空の美しさがわかる、静けさのある空間と

するため、上方への漏れ光等による光害のな

い照明環境の形成を図る。 

●緑豊かな環境の中にあって、暗闇

を保全し、夜の静けさを感じるこ

とができる夜間景観の形成を図

る。 

●豊かな自然環境に囲まれた歴史

的景観地区として、歴史的風致を

高め、趣がある夜間景観の形成を

図る。 
－ 

照明方法 

・下方向又は下・横方向への配光とし、配光制

御、遮光板の設置等により、天空や周辺への

漏れ光による障害光の発生を防止する。 

 ・間接光や拡散光による柔らかい灯

りや陰影をつくりだす灯り、目線

より下の低い位置の灯り等、伝統

的街並みの雰囲気を醸し出す照

明の配置、配光に努める。 

・格子からの漏れ灯りや障子越しの

灯り等を活用し、歴史的景観の演

出を図る。 

－ 

照明器具 

(光源を含む) 

・不快なまぶしさを与えないような光源とする。

・周囲の自然環境への影響に配慮し、光源を動

かしたり、点滅させない。 

・昆虫類の飛来を抑えるため、誘虫性に配慮し

た照明器具（光源を含む）を使用する。 

・省エネルギー性やメンテナンス性の高い照明

器具を用いるよう努める。 

 

 

 

・暖かみのある柔らかな光等、伝統

的街並みの雰囲気を高める光源

とする。 

・色温度を統一する等、落ち着きの

ある雰囲気を演出する。 

－ 

形態・意匠等 

・周辺の自然景観や田園風景と調和した形態及

び色彩その他の意匠とする。 

・耐久性に富み、腐食、劣化等の少ない材質又

は表面処理の器具の使用に努める。 

 ・周辺の自然や街並みと調和し、一

体感のある落ち着いた形態及び

色彩その他の意匠とする。 

・提灯や行灯等の伝統的な灯りをイ

メージし、歴史的景観の趣を高め

るような意匠の採用を検討する。

－ 

屋
外
照
明
設
備
共
通 

その他 

・無駄な照明をなくすため、タイマー、センサ

等により必要に応じて間引き点灯や深夜消

灯、照明レベルの調節等の制御を行うように

努める。 

・野生動植物や樹木・農作物等の周辺環境への

影響に配慮し、必要に応じて照明の時期や時

間の調整を行う。 

・交通信号機の背面では、赤、黄及び青色の照明

を使用しない。 

・必要のない照明器具は撤去する。

・季節や夜の深まりに応じて、光源

（明るさ、色、点灯時間、点灯箇

所等）を調節することにより、四

季の移ろいや時を感じさせる等

の工夫を行う。 

・季節や夜の深まりに応じて、光源

（明るさ、色、点灯時間、点灯箇

所等）を調節することにより、四

季の移ろいや時を感じさせる等

の工夫を行う。 － 

交通施設照明 

・安全を保つため、照明器具は効果的に配置す

る。 

・周囲の状況を考慮して、過度な照度としない。

・道路の幅員や構成、周辺の自然等

の環境条件に応じて照明灯の配

置を検討する。 

・道路の幅員や構成、周辺の自然や

街並み等の環境条件に応じて照

明灯の配置を検討し、伝統的雰囲

気を演出する。 

－ 

屋外施設照明 

 

駐車場、公園、 

運動場等 

・周辺環境に配慮しつつ、施設の目的に応じて

安全で快適に利用できるような照明環境を形

成するため、適切に照明する。 

・省エネルギーと防災対応のため、太陽光、風

力等の自然エネルギーを活用した照明器具の

採用を検討する。 

・周辺の自然景観への影響に十分配

慮する。 

・周辺の自然環境や歴史的景観と調

和するように工夫する。 

－ 

建造物等の照明 

・建造物等を照射しない。照射する場合は、低

位置照明を主体とした控えめな照射とし、漏

れ光がないように特に配慮する。 

 ・ 街並みの景観資源である歴史的建

造物を、控えめにライトアップす

る等、伝統的雰囲気を演出する。

－ 

広告照明 

・点滅灯、回転灯の類は使用しない。 

・発光式、反射式の素材は使用しない。 

・電光表示装置は設置しない。 

・広告物への照明や広告物からの漏れ光がない

ように努める。 

・広告物への照明はしないよう努め

る。やむを得ず照明する場合は、

周辺環境への影響に配慮し、控え

めなものとする。 

・光源は赤色を使用せず、点滅させ

ない。 

－ 

対

象

施

設

別 

その他 

・サーチライトやレーザー光線等の投光器は設

置しない。 

・店舗や自動販売機からの漏れ光がないよう努

める。 

 

 

 

 

・伝統的な街並みの魅力を高めるた

め、灯りを活用した伝統的な行事

を開催する等の演出を検討する。

・玄関灯等を伝統的な意匠に統一す

る等、街並みの魅力を高めるよう

に工夫する。 

－ 

 

 

 

備考１．非常時又は災害時のために必要な屋外照明設備その他法令等で設置が義務付けられている屋外照明設備については、この限りでない。 

  ２．設置期間が限定され、かつ、安全の確保など公共の福祉の増進に寄与すると認める屋外照明設備又は金沢の魅力を高めると認める行事等に係る屋外照明設備については、この限りでない。 

  ３．金沢市都市景観審議会の意見を聴き、景観上支障がないと認める屋外照明設備については、この限りでない。 

資料１　江の島景観地区における広告物の基準 資料2　金沢市夜間景観形成条例における照明に関するの基準
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